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認知症施策推進大綱の概要
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○ 平成27年に「認知症施策推進総合戦略～認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて～」（新オレンジプラン）を策定し、認知症の人の意思が尊重され、で
きる限り住み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮らし続けることが出来る社会の実現に向けた取組みを進めてきた。

○ 平成30年12月には、認知症に係る諸問題について、関係行政機関の緊密な連携の下、政府一体となって総合的に対策を推進することを目的として「認知症施
策推進関係閣僚会議」が設置され、令和元年６月18日に「認知症施策推進大綱」が取りまとめられた。
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【基本的考え方】
認知症の発症を遅らせ、認知症になっても希望を持って日常生活を過ごせる社会を目指し認知症の人や家族の視点を

重視しながら｢共生｣※１と｢予防｣※２を車の両輪として施策を推進

ẉἴ ʾ כ◦

※1 「共生」とは、 、また、 という意味
※2  「予防」とは、「認知症にならない」という意味ではなく、「 」「 」という意味

・企業・職域での認知症サポーター養成の推進
・「認知症とともに生きる希望宣言」の展開 等

・高齢者等が身近で通える場「通いの場」の拡充
・エビデンスの収集・普及 等

・早期発見・早期対応の体制の質の向上、連携強化
・家族教室や家族同士のピア活動等の推進 等

・認知症になっても利用しやすい生活環境づくり
・企業認証・表彰の仕組みの検討
・社会参加活動等の推進 等

・薬剤治験に即応できるコホートの構築 等

具体的な施策の５つの柱

○ 認知症は誰もがなりうるものであり、家族や身近な人
が認知症になることなども含め、多くの人にとって身
近なものとなっている。

○ 生活上の困難が生じた場合でも、重症化を予防しつつ、
周囲や地域の理解と協力の下、本人が希望を持って前
を向き、力を活かしていくことで極力それを減らし、
住み慣れた地域の中で尊厳が守られ、自分らしく暮ら
し続けることができる社会を目指す。

○ 運動不足の改善、糖尿病や高血圧症等の生活習慣病の
予防、社会参加による社会的孤立の解消や役割の保持
等が、認知症の発症を遅らせることができる可能性が
示唆されていることを踏まえ、予防に関するエビデン
スを収集・普及し、正しい理解に基づき、予防を含め
た認知症への「備え」としての取組を促す。結果とし
て70歳代での発症を10年間で1歳遅らせることを目指
す。また、認知症の発症や進行の仕組みの解明や予防
法・診断法・治療法等の研究開発を進める。

コンセプト

認知症施策推進大綱（概要）（令和元年６月１８日認知症施策推進関係閣僚会議決定）

認知症施策の総合的な推進について

認
知
症
の
人
や
家
族
の
視
点
の
重
視

対象期間：2025 （令和７）年まで 2
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１．普及啓発・本人発信支援

＜主な内容＞
○ 認知症サポーター
・ 企業・職域でのサポーター養成講座の拡充
・ サポーターの養成 ＋ 地域の支援ニーズとつなぐ仕組みの強化

○ 認知症本人からの発信機会の拡大
・ 「認知症とともに生きる希望宣言」等の更なる展開
・ ピアサポートの支援の推進 等
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Ι ２０２０年度末 １,２００万人 （２０２１（令和３年）６月末実績 １，３２７万人）

◆２０２５（令和７）年末 企業・職域型の認知症サポーター養成数４００万人

～各種養成講座～

《キャラバンメイト養成研修》

■実施主体：都道府県、市町村、全国的な職域団体等

■目 的 ：地域、職域における「認知症サポーター養成講座」の講師役

である「キャラバンメイト」を養成

■内 容 ：認知症の基礎知識等のほか、サポーター養成講座の展開方法、

対象別の企画手法、カリキュラム等をグループワークで学ぶ。

《認知症サポーター養成講座》

■実施主体：都道府県、市町村、職域団体等

■対 象 者 ： 〈住民〉自治会、老人ｸﾗﾌﾞ､民生委員、家族会、防災・防犯組織 等

〈職域〉企業、銀行等金融機関、消防、警察、スーパーマーケット

コンビニエンスストア、宅配業、公共交通機関 等

〈学校〉小中高等学校、大学、教職員、ＰＴＡ 等

【認知症サポーター】

認知症に関する正しい知識と理解を持ち、地域や職域で認知症の人や家族に対して、できる範囲での
手助けをする人

「認知症サポーター養成講座 DVD」
～スーパーマーケット編、マンション管理者編、
金融機関編、交通機関編、訪問業務編～

◘ⱳכ♃כの養成
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チームオレンジの取組の推進
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認知症の人本人からの発信の支援（認知症本人大使の任命）
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ピアサポーターによる本人支援の推進
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認知症の予防

V認知症の発症には、糖
尿や高血圧といった生
活習慣等、様々な因子
が影響する。

Vこれまでの研究で、
様々な危険因子・防御
因子が明らかになって
きている。

危険因子 Å 加齢
Å 遺伝因子
Å 高血圧
Å 糖尿病
Å 喫煙
Å 頭部外傷
Å 難聴 等

防御因子 Å 運動
Å 食事因子
Å 余暇活動
Å 社会的参加
Å 認知訓練
Å 活発な精神活動

等 9



予防可能な認知症危険因子の寄与

(Gill Livingston et al. The Lancet Commissions: Aug,2020より一部改変）

うつ: 4%社会的孤立:4%
運動不足:1%

若齢期

中年期

晩年期

低教育: 7%

糖尿病:1%

大気汚染:2%
喫煙:5%

頭部外傷:3%

高血圧:2%

過飲酒:1%

肥満:1%

難聴: 8%

潜在的に予防可能

40% 不明

60%
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通いの場の数と参加率の推移 （参加率(％)）

通いの場の主な内容内訳
（箇所数(箇所)）
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住民主体の
通いの場
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（介護予防・日常生活支援総合事業（地域支援事業）の実施状況（令和元年度実施分）に関する調査）
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３．医療・ケア・介護サービス・介護者への支援

＜主な内容＞
○ 早期発見、早期対応の体制整備を更に推進
Ÿ 連携の強化、質の向上

○ 医療従事者・介護従事者の認知症対応力の向上
○ 介護サービス基盤の整備、生産性の向上
○ 介護者の負担軽減を更に推進
・ 認知症カフェの推進、家族教室など
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認知症疾患医療センター

本人

気づき・
疑い

認知症初期集中
支援チーム

かかりつけ医

地域包括支援センター
等

相談

相談

診断

紹
介訪

問 症状
悪化
の場合

ケアマネジャー

認知症疾患医療センター、
精神科医療機関等

デイサービス等の
居宅サービス

ショートステイ等を
利用したサービス 老健施設、特養

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ等

○ 認知症発症予防から人生の最終段階まで、認知症の容態に応じ、相談先や、いつ、どこで、どのような医療・介護
サービスを受ければいいのか、これらの流れをあらかじめ標準的に示したもの。
○ 市町村が地域の実情に合わせて作成し、住民や関係機関に広く周知することとしている。
※ 令和元年度実績：1,488市町村（実施率85.5％）

日常診療

チームオレンジによる支援

認知症カフェ

認
知
症
ケ
ア
パ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
図
（一
例
）

自宅

家族

日常診療

認知症ケアパス

～認知症施策推進大綱（抜粋）～
・地域の高齢者等の保健医療・介護等に関する総合相談窓口である地域包括支援センター及び認知症疾患医療センターを含めた認知症に関する相談体制を
地域ごとに整備 し、ホームページ等を活用した窓口へのアクセス手段についても総合的に整備する。また、その際に「認知症ケアパス」を積極的に活用し、認知
症に関する基礎的な情報とともに、具体的な相談先や受診先の利用方法等が明確に伝わるようにする。

【ＫＰＩ／目標】 市町村における「認知症ケアパス」作成率100％
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ẇ

40歳以上で、在宅で生活しており、かつ認知症が疑われる人又は認知
症の人で以下のいずれかの基準に該当する人

◆ 医療･介護サービスを受けていない人、または中断している人で以下
のいずれかに該当する人

（ア）認知症疾患の臨床診断を受けていない人

（イ）継続的な医療サービスを受けていない人

（ウ）適切な介護保険サービスに結び付いていない人

（エ）診断されたが介護サービスが中断している人
◆ 医療･介護サービスを受けているが認知症の行動・心理症状が顕著
なため、対応に苦慮している

ṕ

Ṗ

ṕ Ṗ

ẇ

〇 複数の専門職が家族の訴え等により認知症が疑われる人や認知症の人及びその家族を訪問し、アセスメント、家族
支援等の初期の支援を包括的･集中的（おおむね６ヶ月）に行い、自立生活のサポートを行うチーム

1,671
66%

143
6%

233
9%

17
1%

366
14%

96
4%

地域包括支援センター

医療機関

認知症疾患医療センター

訪問介護ステーション

市区町村行政

その他

2,882 
2,412 

560 696 

2,999 

603 

1,998 

3,719 

698 

0
500

1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000

チーム員の職種

設置場所

設置状況

実施市町村数 設置チーム数 チーム員総数 平均チーム員数

1,741市町村 2,526チーム 16,567人 6.6人

対象者

βＲ２年度認知症施策地域介護推進課実施状況調べによる

認知症初期集中支援チーム

R１.9月末、全市町村に設置
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○認知症疾患に関する鑑別診断や医療相談を行うほか、地域での認知症医療提供体制の構築を図る事業（H20年度創設）
○本人や家族に対し今後の生活等に関する不安が軽減されるよう行う「診断後等支援」や、都道府県・指定都市が行う地域連携
体制の推進等を支援する「事業の着実な実施に向けた取組」なども実施

○実施主体：都道府県・指定都市（病院または診療所を指定）
○設置数：全国に４８６カ所（令和３年８月現在）
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認知症疾患医療センター運営事業
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Ҳ Ⱳ BPSD:Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia

○ 認知症の症状には、物忘れや判断力の低下等、脳機能の低下を直接示す症状である
「中核症状」と、「中核症状」に伴って現れる精神・行動面の症状である「周辺症状」に
分けられる。「BPSD」は「周辺症状」とほぼ重なる概念である。
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【認知症介護指導者養成研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護実践者研修】 【認知症介護基礎研修】
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介護従事者等の認知症対応力向上の促進



【実施状況】2019（令和元）年度実績調査

・47都道府県1,516市町村にて、7,988カフェが運営されている。
・設置主体としては、介護サービス施設・事業者、地域包括支援
センターが多く見られた。

【認知症カフェの概要】

○ １～２回／月程度の頻度で開催（２時間程度／回）
○ 多くは、通所介護施設や公民館等を活用

○ 活動内容は、特別なプログラムを用意せず、利用者が主体的に
活動。講話や音楽イベントなどを開催している場合もある。

○効果
・認知症の人 Ҧ 自ら活動し、楽しめる場所
・家族 Ҧ わかり合える人と出会う場所
・専門職 Ҧ 人としてふれあえる場所（認知症の人の体調の

把握が可能）
・地域住民 Ҧ つながりの再構築の場所（住民同士としての交

流の場や、認知症に対する理解を深める場）

○ 認知症の人やその家族が地域の人や専門家と相互に情報を共有し、お互いを理解し合う場である認知症
カフェを活用した取組を推進し、地域の実情に応じた方法により普及する。

【認知症施策推進大綱：ＫＰＩ／目標】 認知症カフェを全市町村に普及（2020年度末）

設置主体

ア：市町村

イ：包括

ウ：疾患センター

エ：介護施設等

オ：社会福祉法人

カ：NPO

キ：その他

31%

4%
8%

28%

1%

20%

8%
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オンライン等を活用した認知症カフェ企画運営・参加の手引書
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̗Ἷ∏ ˢῡ Ш˔ЭЧ˔Ѕˣ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000167800.html 19
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＜主な内容＞
○ 日常生活の様々な場面での障壁をなくす「認知症バリアフリー」の取
組を官民で推進
・ 新たに設置した官民協議会
・ 好事例の収集やガイドライン、企業等の認証制度の検討

○ 若年性認知症支援コーディネーターによる支援を推進
○ 認知症の人の社会参加促進の取組を強化
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日本認知症官民協議会

○経済団体、金融（銀行・保険等）・交通業（鉄道・バス等）・住宅業（マンション管理等）・生活関連産業界団
体（小売業等）、医療介護福祉団体、地方団体、学会、当事者団体、関係省庁等、約100団体が参画。

○協議会の下にワーキンググループを設置し、当事者・その家族の意見も踏まえつつ、具体的な検討を行う。

WG WG

○ 認知症に係る諸問題への対応が社会全体で求められているという共通認識の下、行政のみならず民間組織の経済
団体、医療・福祉団体、自治体、学会等が連携し、取組みを推進することを目指すために2019 年（平成31年）
４月22日に設立。2021 年（令和3年）3月25日に第1回総会（オンライン）開催。

「認知症バリアフリー社会」の実現に向けて諸課題を整理
し、その解決に向けた検討を実施。

Ẇ 2 は、業態等に応じた認知症の人への接遇
方法等に関する『

』を作成

Ẇ 3 は、より個別企業の実情に即した独自のマ
ニュアル作成を促すため、①モデル事業の実施を通じて
マニュアルの作成プロセスに関する留意事項の作成、②作
成プロセスを広く発信。企業毎の取組を全国的に推進。

認知症当事者や支え手の課題・ニーズに応える
ようなソリューションの創出と社会実装に向けた

議論を実施。

経済産業省 厚生労働省

Ẇさらに、 3
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官民の力を合わせて、認知症バリアフリー社会を実現するための手立てとして、買い物、金融手続きなど、認知症になっても、できる限り住み
慣れた地域で普通に暮らし続けるための障壁を減らしていき、認知症の人の社会参加（チャレンジ）を後押しする機運が社会全体で高ま
ることを期待し、認知症バリアフリーワーキンググループにて、業態等に応じた４業種の認知症の人への接遇方法に関する手引きを策定。

HP : https://ninchisho -kanmin.or.jp/guidance.html

金融編

住宅編

小売編

レジャー・生活関連編

Ệ

銀行・信託・生保・損保・証券

マンション

コンビニ・小売店・
薬局 等

旅館・ホテル、
理美容、飲食業等
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̝ὕ ╠ ˗͈

① お金が勝手に引き落とされていると訴える
②通帳や印鑑、保険証券などをなくしたと
毎日のように訪れる

③ 商品の説明をしても理解できない
④ 契約したことを忘れている
⑤ ATM等の機械操作が難しい
⑥ 突然怒り出す

̮ὁ

①マンションの玄関やエレベーター前で
立ち往生している

②廊下を行ったり来たりしている
③ゴミの管理ができない
④ポストに配達物やチラシがたまっている
⑤突然怒り出す

ᾛṸ

①毎回同じものを買う
②支払いをせずに商品を持ち去ろうとする

／ 売り場で食べる
③お金の支払いに手間取る
④突然怒り出す
⑤店内で家族とはぐれてしまった
⑥ （薬局で）薬を渡したのに「もらっていない」と
来店する

①（理美容）散髪して数日しか経っていないのに来店する
②（理美容）何度もお金の心配をする
③（理美容）「痛い」「痛い」と連呼する
④（公衆浴場・宿泊施設）他人の衣服や履き物を
着用してしまう

⑤（公衆浴場）帰り道がわからなくなる
⑥（宿泊施設・飲食店）従業員や他のお客とトラブル
を起こす

事例① 毎回同じものを買う

● 対応のポイント
×「昨日もお買い上げになりましたよ」「また買うので
すか」「前にも買ったことをお忘れですか？」など、
もの忘れによる相手の行動を否定するような言葉は使
わない。
× もの忘れを指摘して不安にさせない。
・家族と連絡がとれれば、購入状況を伝え、返品などが
可能なことを伝える。
・返品の場合の取り決め（パッケージの汚損などがない、
レシートがあれば返品に応じるなど）を作っておく。
・一人暮らしと思われる場合は、地域包括支援センター
と連携して情報を共有し、楽しんで買い物ができるよ
うな支援を考える。
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ハローワークなど
行政機関

地域障害者
職業センター

企業

障害者就業・
生活支援センター

障害福祉サービス
介護サービス

地域包括支援
センター

医療機関

法テラス

若年性認知症支援

コーディネーター

・職場復帰の訓練
・日常生活の支援
・財産の管理
・健康面の不安

①若年性認知症の人との意見交換会の開催等を通じた若年性
認知症の人のニーズ把握
②若年性認知症の人やその家族が交流できる居場所づくり

③産業医や事業主に対する若年性認知症の人の特性や就労に
ついての周知

④企業における就業上の措置等の適切な実施など治療と仕事の
両立支援の取組の促進

⑤若年性認知症の人がハローワークによる支援等が利用可能で
あることの周知 等

若年性認知症自立支
援ネットワーク

若年性認知症の特性に配慮した就労・社会参加支援

【目標】２０２５（令和７）年度

・全若年性認知症支援コーディネーターが初任者研修・フォロー
アップ研修を受講

・全国若年性認知症支援センターがコーディネーターから受け
る相談件数の増加

若年性認知症の人への支援
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ⅎ

ủ ╛ ─ ╖─ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ꜞⱢⱦꜞ♥כ◦ꜛfi⁸ ⸗♦ꜟ ─
⌂≥⁸ ₁⌂ ╩☺כ♥☻╛ ⌐ ╩ ╘╢⁹

ủ ─ ╛◔▪⌐ ∆╢ ה☻ⱦכ◘ה ─ ⁸ ─ ╩ ╢⁹

ủ ─ ─ ה ┼─ ─ ╖─ ╩ ╘╢⁹↓╣╠─ ╩⁸ ─ ה
╛ ─ ⁸ ╛ ─ ⌐≈⌂→≡™ↄ⁹

ủ ⌐ ╩ ∆╢ ╖╩ ∆╢⁹

ủ ─ ─ ╩ ╘╢≤≤╙⌐⁸₈▪☺▪ ₉─ ╖╙ ⇔≡ ☻ⱦכ◘ ─
╩ ∆╢⁹

ה ה

ủ ╛ ─ ╖─ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸
ꜞⱢⱦꜞ♥כ◦ꜛfi⁸ ⸗♦ꜟ ─ ╩ ⌐ ⁹
・ コホート研究、バイオマーカーの開発など
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大綱に掲げられた2025年に向けた「ＫＰＩ/目標」を達成するため、

認知症研究の推進

「予防（研究開発）」の取組の充実

大綱に掲げられた2025年に向けた目標を達成するため、
認知症臨床研究の中心となるコホート・レジストリ研究、
認知症診断に資するバイオマーカー研究、認知症ゲノム研
究など病態解明を目指した研究等に必要な予算の拡充を行
い、令和３年度予算には、12億円を計上。

（主な研究内容）
◆ 認知症臨床研究の中心となるコホート・レジストリ
・大規模認知症コホート研究
・認知症ステージ別コホート研究
・薬剤治験に即刻対応できるコホートを構築する研究

◆ バイオマーカー研究
・認知症診断に資するバイオマーカー研究

◆ 病態解明を目指した研究
・認知症ゲノム研究
・若年性に優性遺伝性アルツハイマー病者に対する研究
・認知症バイオマーカー等の利活用に伴う倫理的課題に
関する研究

☼├ –πἿΫϣϦθᾆẕᵫ τΤΤϥˮͥ͠͞/ ˯

̗ χНϱϷЫ˔ϸ˔χᵫ ʾᶎ ˢͥͤ︡͘ ͏Ὧӟ ˣ
̗ Ṑ ᴞ χθϛχṪ ʾЂ˔РІʾṐṀ χ ᴣ◙ χᶎ
̗ χ χכḆ Ῑ χⱵᾓᵫ◐
̗ χ ʾⱵ ᵫ τⱢβϥД˔ЌЦ˔Іχ  ρם ᴟ
̗ −Ⱶᾓτ ⁭ ᴂπΦϥЀШ˔ЕϬ 

ṍˢ ψ αοΜϥΥ
ΥᾝϦοΜσΜּיˣϬ ρΰʺ

Ⱶᾓτ ᴂπΦϥ‰Μ πД˔Ќ
Ϭ“ΜʺדᶪσⱵᾓם☼Ϭ ρΰθЀ
Ш˔Еᾆẕʻ

ṍτϩθμο‰ Ϭיּ ΰʺ
ρיּ Ϭיּ ᶓΰο τ

ḩ βϥḾᾑԍ◓ʺ ԍ◓Ϭ ʻ

ˢ ˣיּ
χּיˢὲ ʺὖ

ᵲˣʺԁ Ḇּי
ˢṛ ˣ

˙12,000

ṛ ЀШ˔Е

−Ⱶᾓ ᴂЀШ˔Е

『トライアルレディコホート（J-TRC）構築
研究』を令和元年10 月31 日より開始

https://www.j-trc.org/
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令和４年度予算概算要求資料
（認知症施策関係）
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̗ ᾕ ͒Ὦτ τΣΜορϤϘρϛϣϦθˮ ☼├ –˯ˢ ᾕ ͒Ὦ18 ☼├ ḩἰᶕ
ᵓṳὨ ˣτṁξΦʺ χ Ϭ ϣδʺ τσμοϜṆ Ϭⱱμο ᶨϬᵃέδϥּזᵓϬ ◙ΰʺ
ˮẶ ˯ρˮ ˯Ϭּכχ ρΰο☼├Ϭ ΰοΜΨʻ

τἰϥ ӽ◦כⱧỘχ ם ˲86ᴑדχ ˢּזᵓ ם ˣ˳

ʾ ṍ ʺЎ˔Эכ◦ ӽ◦כ Ԍχ ʾˮЎ˔ЭϷйрЅ˯χ ⁯ ᵫχ
ʾ χ ρᴪ ϒχԁ χכ◦

☼├ –χ︡ χ ˢ › ⱧỘˣ ˲5.5ᴑדˢ 5.5ᴑדˣ˳

ʾῲӽ σ ‰ ᾋ︢Ϥχיּ ʾ χ ẉ ʺ ᵔχ ʾֿב כ◦ χᶈ ʾ χСϯᶨ χ
ʾ ʾᴪ τ βϥ ἷχ◦כẤ χ

ῇᾋ χ ˲9.5ᴑדˢ 5.9ᴑדˣ˳ ˲137ᴑדχ ˳

ʾ ῇᾋ χθϛχ ṐḩϞКАЕм˔ϼχ  σςχ ʾ◕ ῇᾋ χӾ ʾ ῇᾋ ϒχ

ζχ

ʾ ЂЪ˔Ќ˔χ ʾ ᵒῐᾆẕʾᾆ ЈрЌ˔χְ֫ʺ ЂЪ˔ЕӺχ ʺᵒῐ ⱧּיτϢϥ Ͼϯχΰ χ
θϛχᾆ χם☼ χ ∙Ӿ ʾ ӽτΣΪϥ ☼├χ Ϋʾ χθϛχם כ◦

ᾆẕχ ˲12.8ᴑדˢ 11.8ᴑדˣ˳

ʾ χ ʺ ʺⱵ ʺзМРзГ˔ЄдрЯДи τḩβϥᾆẕᵫ ʾ ם ₰σς ☼├ χθϛχᾆẕ

☼├ḩ ▄: ͐ ᵵ▄ Ẑᶛʿ 130ᴑד ( 125ᴑד)

ḆӺכ ЈрЌ˔χṐ ếᴟʾ ˲12.9ᴑדˢ 12.6ᴑדˣ˳

ʾ ӽπχ Ӻ ằ χẤ ρΰοχᶨ χ◦כ
ʾ ӽ ᶧ◦כЈрЌ˔ ӽχḩἰṐḩρϜ ὀΰθ ῇ χ◦כχếᴟ

認知症施策推進大綱に基づく施策の推進

ᵔχθϛχ ẉἴ ˲40 ˢד 40 ˳ˣד

ʾ ϒχּזᵓχ ᵔϬ ϛϥθϛχ ẉʾἴ ʾ Ḃ ẸṳᵓϬᶋρΰθּזᵓ χ︡ χ ˢ χ ˣ
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̗ χ ρζχᴪ τψʺάϦϘπζϦηϦᾤ χ◦כχ Υם ϣϦοΜϥԁ ʺе˔кАО ⁯πם ʾ ᵫήϦ ῟ ΥꜘήϦοΜϥ

ˮЬ˔ГϰрϽЈрЌ˔ʾЂЪ˔ЕФкϽжЭ˯χϢΞτʺ χ ρᴪ Ϭԁ τ◦כΰḩἰ Ϭ ϥάρχ Ϝ ϣΤτσμοΜϥʻ

̗ ͎ ὲⱧỘχЯДиⱧỘϬ ϘΠϦωʺ ӽχם τᴂαθ τϢϤʺ χ ʺᴪ ρϜτ╥ᴥβϥ πʺ῀Μχ◘ΜϬẶ ΰʺḩ

ἰ Ϭ“Ξˮԁ Ϭ“ΞάρΥʺᴪ˯כ◦ χᵒῐ ḇϞ χӪ ΰ ʺ Ῠσᴪ ḩἰχӲⱱτρμο ῟πΚϥᴦ Υꜘ€ήϦοΜϥʻ

̗ ζχθϛʺ◕ χם☼βϥ χ ρᴪ ϒχԁ ⱧỘϬכ◦ ӽ◦כ Ԍχ ᶤχԁντӡ ξΪʺ ӽ◦כⱧỘῖ Ỳχ ρ

ΰʺ χ ρᴪ χḩἰ Ϭ ϥάρπʺᴪ χᵒῐ Ϭὖᾚΰʺ χ χ∕ ᶨχӗ Ϭ βϥʻ

認知症の人と家族への一体的支援の推進

【予算項目】【予算項目】（項）高齢者日常生活支援等推進費 （目）地域支援事業交付金 （認知症総合支援事業） 【実施主体】市町村
【負担割合】国 38.5 ／100 都道府県 19.25 ／100 市町村 19.25 ／100 １号保険料 23／100

ミーティングセンター

スタッフ

スキーム案

◆ 認知症の人には本人ミーティングやデイ
サービス、家族には家族教室や家族会によるピ
アサポートなど、それぞれに対して個別の支援
が実施されている。

◆ 認知症の人、家族ともに参加する場である
認知症カフェでも、互いの思いを共有するよう
なプログラムは実施されておらず、関係調整は
図られていない。

◕

認知症の人 家族

ピアサポート、家族教室本人ミーティング、デイサービス

認知症カフェ

認知症の人 家族

◆一体的支援プログラムには、認知症の人と家族が一緒に参加。
◆①認知症の本人の希望から主体的なアクティビティなどの活動を行う本人支援
②家族の相談などで心理的支援と情報提供などの教育的支援を行う家族支援
③認知症の人と家族が共に活動する時間を設け、他の家族や地域との交流を行う一体的支援
から構成するプログラムを通して、スタッフが仲介役となり、認知症の人と
家族の思いをつなぎ、ともに気付き合う場を提供する。

Ӧ ʾ

ˢ╥―ˣЬ˔ГϰрϽЈрЌ˔ʾЂЪ˔ЕФкϽжЭρψ
∕ τΣΪϥ ϾϯχЂЪ˔Еχ Ϭᵔ βϥάρϬ ρΰοʺ1993 τϷжрЍπЯДиⱧỘˢ͎у ˣρΰο◐Ϙμθʻζχם χ Υᶎ ήϦʺϷжрЍ⁯ ˢ144у ˣᵰ
τϘπῲΥμοΜϥʻЬ˔ГϰрϽЈрЌ˔χ ψʺˮ χ χФкϽжЭˢЊ˔ЄаиϼжУˣ˯ˮᴪ ᵒῐּיχЬ˔ГϰрϽ˯ˮ ᵓᶨזϒχЀрЂиГϰрϽρּיּ ˯πΚϥʻ

一体的支援

家族たち認知症の人たち

認知症の人 家族

本人支援 家族支援

ӽ◦כ
Ԍ

Ḽᵊʾ

認知症の人と家族

ʾꜛ Υ ϘϦϥ
ʾ︠ σ“
ʾ θσ ᶤ

ʾᴪ ḩἰχṓξΦ
ʾ θσ ᵓΜ
ʾΣ῀Μχᶘόϒ

ʾᵒῐ ḇὖᾚ
ʾᵒῐϬ‖ τ
ᴣβϥṐᵓτ

ˢם☼ ˣ
ʾ ϸТϴ
ʾ ӽ ἷЂ˔РІ
ⱧỘ
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認知症総合戦略推進事業

ˢ ͏ ▄ᶛˣ ˢ ͐ ᵵ▄ Ẑˣ

546,617 ד ̠ 546,617 0+)ד (ד
˲ Ẑ ☿˳

ᾕ ͒Ὦτ τΣΜορϤϘρϛϣϦθˮ ☼├ –˯ˢ ᾕ ͒Ὦ18 ☼├ ḩἰᶕ ᵓṳὨ ˣτṁ
ξΦʺ Ⱳʾ σӺ ʾᵒῐ χ ằʺֿב χ ϒχ◦כʺ ӽπχᾋ︢Ϥ χᶎ σς ‰ יּ τϞήΰΜ ӽ
ξΨϤϬ ΰοΜΨ ΥΚϥʻ
άχθϛʺ ᾉʺ◙ ◕τΣΜοʺῲӽ σᾋ︢Ϥ χ  ʺ ṍ Ў˔ЭϞכ◦ ӽ◦כ Ԍχᶨ ◦
ϞӺכ ᵒῐ ὀ χᶎ χϕΤʺֿב χ ϒχ◦כʺСϯЂЪ˔Ќ˔τϢϥ ʾ ᶨ τḩβϥ ṍΤϣχ◦כσς

χ τϢϥ ᶨ Ϭ βϥθϛτ σὊ Ϭ Ẑβϥʻ
Ϙθʺ◕ τΣΜοʺ ᴂἷϽи˔ФШ˔Э χ ӽχṌ ⱢᾛϬᶨ ΰʺ χ ρζχᴪ τ βϥ ʾ ᾠ
ϬὋ τ“Ξ ἷ◦כẤ χ Ϭ βϥθϛτ σὊ Ϭ Ẑβϥʻ

˲ⱧỘ ˳
͍ ἄ σ︡ χẶ Ϟʺῲӽπχ ὀ χ 
ˢ︠σⱧỘ ˣ
ʾῲӽχᾋ︢ϤКАЕм˔ϼχ 
ʾ χ ᾏ τϢϥ ṍ Ў˔ЭϞכ◦ ӽ◦כ Ԍχᶨ כ◦
ʾ Ӻ ρᵒῐχ ὀχ ϙ 

͎ χ Ϟᴪ Υṓὖτ πΦϥ χ  ʺ χ ᵔχ
͏ בֿ χ χ ϞжϱТІГ˔Ѕτᴂαθ σ◦כ
ˢ͍ˣֿב Ѐ˔ДϰК˔Ќ˔χכ◦
ˢ͎ˣֿב χКАЕм˔ϼχ  Ϟ χ χИ˔Ї Ӄχθϛχ︡
ˢ͏ˣֿב χ χּזᵓ╥ᴥᶨ χ◦כ
ˢ͐ˣֿב χθϛχכ◦ ⁯ σ χ ם
͐ χСϯᶨ χ
͑ ἷ◦כẤ χ χ

︠☼ם˲ ˳ ᾉʾ◙ ◕ʾ◕ ˢ ḧ τӦ ᴦˣ

˲ ˳ ͍ʺ͎ʺ͏ˢ͍ˣ˙ˢ͏ˣʺ͐ẉό͑ ͍˗͎ ʺ ͏ˢ͐ˣ ᶛ
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認知症疾患医療センター運営事業
ˢ ͏ ▄ᶛˣ ˢ ͐ ᵵ▄ Ẑˣ

1,261,060 ד ̠ 1,285,960 ד
ˢ˴ 24,900 ˣד

˲ Ẑ ☿˳
ʾ ḆӺכ ЈрЌ˔ψʺ ӽχ Ӻ χẤ ρΰοʺ ḆτḩβϥḦכ ʺ“ ʾ ρ › τ βϥ
ẍ ṍⱵ ʺ Ӻ Ϭם☼βϥάρτϢϤʺ ӽτΣΜοʺ χ τ βϥ σӺ Ϭ ằπΦϥṐ χ  Ϭ
ϥϜχπΚϥʻϘθʺ χ Ϟᴪ Υʺ ῇπΚμοϜʺ₈ῇχ ᶨϞ τ βϥ ӗΥὖᾚήϦדᶪσ ᶨϬᵃέδ
ϥϢΞʺ ӽχḩἰṐḩρ ὀΰθ Ϭ“Ξכ◦ ΥΚϥʻ

ʾ ζχθϛʺ ῇϞ ӂⱲτʺ χ Ϟζχᴪ χ₈ῇχ ᶨϞ τ βϥ ӗχὖᾚΥ ϣϦϥϢΞʺּזᵓ ♅●ʺ
ὲ ♅● Ϭ ΰ βϥθϛτ☼םϬכ◦ σὊ Ϭ Ẑβϥʻ

˲ⱧỘ ˳
ʾ Ӻ Ṑ ˢḦ ρζϦτṁξΨ ṍ ᴂʺ χ“ ʾ ρ › ϒχẍ ṍ ᴂʺ Ӻ ˣ
ʾ ӽ ὀẤ Ṑ ˢ τḩβϥ ʾ ẉἴ ʺ Ӻ τḩβϥ ὀ ếᴟʾᾆ ˣ☼ם
ʾ ῇ Ṑכ◦ ˢ₈ῇχ ᶨ τḩβϥ ӗΥὖᾚήϦϥϢΞ ˣ☼םϬכ◦
ʾ ⱧỘχ τΰΪθ︡☼םσם χ ˢ ᾉʾ◙ ◕Υ“Ξ︡ ϒχ ớ σḩ ˣ

︠☼ם˲ ˳ ᾉʾ◙ ◕ ˲ ˳ ͍/͎

͎ ἇ σ☼├

͏ʽӺ ʾϾϯʾᵒῐЂ˔РІ

ˢ͍ˣ ṍ ᾋʾ ṍ ᴂʺӺ χ

ˢ ḆӺכ ЈрЌ˔ˣ

̓ ᾉψʺ ⱳӺ ίέρτ ӽχӺ ὓᵊρχ › Ϭ Ϥʺ
ḆӺכ ЈрЌ˔Ϭὓᵊ τ βϥʻ

˓ χ∑τʺ ӽχ Ⱨּי χ Ϭ ᵒβϥσςʺ ӽχם
τᴂαʺ χ Ϟζχᴪ χ♪ τ μθ︡ Ϭם☼βϥά

ρ Ϭ αʺ ῇχ Ϟᴪ τ βϥӺ σ Ὃʺכ◦
ΰθ ᶨ◦כχ ằ Ϭ“Ξʻ

☼├ –
ˢ ᾕ ͒Ὦ͍͔ ☼├ ḩἰᶕ ᵓṳὨ ˣˢ ˣ

ḆӺכ ЈрЌ˔χ

⁯π500Τ ʺ ⱳӺ ίέρτ1Τ ӟ ˢ2020 ˣ

KPI/
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̗ ῇ◦כτνΜο

˓ˮ ῇ◦כ Ṑ ˯χ︡ Ϭ οχ ḆӺכ ЈрЌ˔χṐ

ρΰοӡ Ϊʺӟᴞχ ψ χΜγϦΤ ψ Ϭם☼ʻ

ῇ χ χ Ϟᴪ τ βϥ כ◦
ᵓזּ ♅●ʺ ὲ ♅● χ ρ ϛϣϦϥ Ϭ βϥ

ԌϬ ΰʺ σ ʻ☼םϬכ◦

Ⱨּי τϢϥСϯᶨ Ϟῖ ᵓχᵫ℗
Ṍτ ρ ήϦθ χ Ϟζχᴪ τϢϥʺСϯϸϳр
ЈзрϽσςχСϯЂЪ˔Еᶨ χם☼

̗ Ẑ

˓ Ԍˢכ◦ Ṝ ˣχ τ βϥὊ χᶈ



認知症普及啓発等事業
（令和３年度予算額） （令和４年度概算要求額）

40,242千円 → 40,242千円
（＋0千円）

【要求要旨】
（１）認知症普及啓発事業

（２）認知症分野における官民連携・取組活性化事業
認知症に係る諸問題への対応が社会全体において求められているという共通認

識の下、医療介護関係者だけでなく、自治体・企業など幅広い関係者の参画を得て、

社会全体で認知症に関する取組の活性化を図る「日本認知症官民協議会」を核と

して、認知症に関する取組を積極的に行っている企業等を「見える化」する観点等から、

認知症バリアフリー宣言（仮称）の導入等に向けた環境整備のために必要な経費を

要求する。

【実施主体】 国（民間団体等へ委託） 【負担割合】 定額

͎ ἇ σ☼├
͍ʽ ẉἴ ʾ כ◦
ˢ͍ˣ τḩβϥ ᵔ
̓ ᵦϯиБМϱЫ˔Д˔ˢ ͕Ὦ21 ˣẉόὮḧˢ ͕ὮˣχṐᵓϬ Πο τḩβϥ ẉʾἴ ϱЦрЕϬ
τᵫ℗βϥʻϘθʺͨͣͨˢῡ ὲộ ᴿ ☼├ ТϴϱІУАϼע ˣϬᶨ ΰʺ ϬḯϚᶆ
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Ṇ ►ψʺ⁯Υ“Ξ χ ẉἴ
ᶨ ϒχ╥ᴥʾẸ Ϟ⁯∑ σᵓ›ϒ

χ╥ᴥʺṆ ᾠχ ᵒ Ϭ“Ξ

「世界アルツハイマーデー」（９月２１日）は世界保健機関（WHO）と「国際アルツハイ

マー病協会」（ADI）が共同で制定したものであり、この日を中心にアルツハイマー病

の啓蒙を実施することとされている。また、９月の１か月間を「世界アルツハイマー月

間」と定め、世界各地で様々な認知症に関する取組が行われていることから、厚生労

働省としてもこのタイミングを認知症に関する正しい知識の浸透を図る絶好の機会と

捉え、令和２年１月に任命した５名の「希望大使」による認知症の人本人がまとめた

「認知症とともに生きる希望宣言」の展開など総合的かつ集中的な普及・啓発活動を

行うことにより、認知症施策の一層の推進を図るために必要な経費を要求する。
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認知症サポーター等推進事業
（令和３年度予算額） （令和４年度概算要求）

27,889千円 → 27,889千円
【要求要旨】

認知症に関する正しい知識と理解を持って、地域や職域で認知症の人やその家族を手助けする認知症サポーターについては、認知症への理解
を深めるための普及・啓発の重要な取組であり、引き続き量的に養成する必要がある。
また、認知症サポーターの更なる地域での活躍を促進するため、地域や職域などで行われている先進的な取組事例の全国への周知や、サポー

ター養成講座修了者の把握 ⁸ ◘ⱳכ♃כⱱכⱶⱭכ☺≢─ⱨ◊꜡כ▪♇ⱪ ─ ╛◘ⱳכ♃כ ─ ה ─
等に必要な経費について財政支援を行う。また、全国的に一定の活動の質を担保しながらチームオレンジの設置を推進していく観点から、都道府
県が配置するオレンジ・チューター（チームオレンジコーディネーターの養成講師）に対する全国研修を実施する√╘⌐ ⌂ ⌐≈™≡
╩ ℮⁹

【事業内容】
（１）認知症サポーター養成講座を円滑に実施するための支援等

（キャラバン・メイト養成研修等の実施や講師派遣、認知症サポーター養成講座にかかる
市町村等への運営助言・情報発信、認知症サポーター等のデータ集計・分析・データベース化など）

（２）認知症サポーター優良活動報告会の開催や、認知症サポーターの更なる
地域での活躍を促進する取組

（３）オレンジ・チューターを養成するための全国研修の実施
（４）認知症サポーターホームページの運用

【実施主体】 民間団体等（公募） 【負担割合】 定額

͎.ἇ σ☼├

͍ʽ ẉἴ ʾ כ◦

ˢ͍ˣ τḩβϥ ᵔ

˓ τḩβϥ ΰΜ ꜡Ϭⱱμοʺ ӽϞ ӽπ χ Ϟᴪ Ϭ︣ Ϊβϥ ЂЪ˔Ќ˔χ ϬԏΦ Φ βϥʻ τʺ
χ ρ ӽπḩϩϥάρΥ ΜάρΥ ήϦϥ ỘʾỲ Ṑḩʾ῝Ặῖ Ṑḩ χ ỘԌ Ϭψαϛʺ ᶊἹ χ σⱲṍπΚϥ◓ằʾᶘ
τ βϥ „℅Ϭᶈ βϥʻ

☼├ –ˢ ᾕ ͒Ὦ͍͔ ☼├ ḩἰᶕ ᵓṳὨ ˣˢ ˣ

ḼỘʾ ӽἷχ ЂЪ˔Ќ˔ 400 ˢ ЂЪ˔Ќ˔ 1200 ˢ2020 ˣˣ

ʺὋ ΰο ήϦθ ʾ ʾ‰  ЂЪ˔Ќ˔χ ⌠⌠ Ϭ

KPI/

（参考）認知症サポーターの養成状況
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次期成年後見制度利用促進基本計画を通じた持続可能な権利擁護支援の推進

○ 次期基本計画期間に2025年を迎え、認知症高齢者等の増加が見込まれるなど、高まる成年後見制度の利用等のニーズ
に対応できる地域の体制整備が喫緊の課題である。

○ 市町村による中核機関の整備と地域連携ネットワークの構築を推進するとともに、地域連携ネットワークにおける互助・福
祉・司法の３つの支援の機能強化と、関係者間の連携・協力体制の強化を図り、持続可能な権利擁護支援を推進する。

令和４年度要求額 ９．５億円 （令和３年度予算額５．９億円）

(1) ṕ Ṗ
○ 都道府県において、司法専門職や家庭裁判所等と定例的な協議の場を設けるとともに、専門職などによる助言等が得られる体制を確保することで、
市町村による中核機関の整備等を推進する。
○ 「成年後見制度利用促進現状調査等事業」を通じ市町村や中核機関の取組状況や課題等を把握するとともに、これらの実態を踏まえて、市町村
支援を図るカリキュラムを追加した「成年後見制度利用促進体制整備研修」を実施することで、都道府県の市町村支援機能を強化する。

ể （現行計画の課題への取組）

(1) ṕ Ṗ
○ 中核機関のコーディネート機能を強化することで、地域連携ネットワーク全体としての情報収集・相談機能や、受任調整機能を強化する。
○ 市町村間や近隣中核機関間の連携を図る取組を支援することで、広域連携に係るコーディネート機能を強化する。

(2) 
○ 地域連携ネットワークにおける民間団体等多様な主体の参画、地域生活における意思決定等の支援、寄付等の活用など新たな支え合いを進める
取組の実施方策の検証を行うモデル事業を実施する。

ễ （次期計画の推進）

(1) 
○ 都道府県・市町村・中核機関による、市民後見人や福祉・司法の関係者を対象にした意思決定支援や権利擁護支援に関する研修等を推進する。
○ 互助・福祉・司法の支援を効果的に行うオンライン活用や、互助・福祉等の支援からの成年後見制度等への移行を推進する。

(2) 
○ 任意後見制度や補助・保佐類型等の全国的な広報を実施するほか、中核機関等に対する専門的な相談・助言体制を整備する。

Ễ （次期計画の推進）
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事業内容（令和４年度概算要求）
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（令和３年度予算額は令和４年度概算要求額と同額）
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大綱に掲げられた2025年に向けた「ＫＰＩ/目標」を達成するため、

認知症研究の推進

「予防（研究開発）」の取組の充実

大綱に掲げられた2025年に向けた目標を達成するため、
認知症臨床研究の中心となるコホート・レジストリ研究、
認知症診断に資するバイオマーカー研究、認知症ゲノム研
究など病態解明を目指した研究等に必要な予算の拡充を行
い、令和４年度概算要求では、対前年度約1億円増の13億
円を計上。

（主な研究内容）
◆ 認知症臨床研究の中心となるコホート・レジストリ
・大規模認知症コホート研究
・認知症ステージ別コホート研究
・薬剤治験に即刻対応できるコホートを構築する研究

・疾患層別化と病態解明のための後向きコホート研究
◆ バイオマーカー研究
・認知症診断に資するバイオマーカー研究

◆ 病態解明を目指した研究
・認知症ゲノム研究
・若年性に優性遺伝性アルツハイマー病者に対する研究
・認知症バイオマーカー等の利活用に伴う倫理的課題に
関する研究

・臨床情報に基づいた病態解明のための研究

☼├ –πἿΫϣϦθᾆẕᵫ τΤΤϥˮͥ͠͞/ ˯
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『トライアルレディコホート（J-TRC）構築
研究』を令和元年10 月31 日より開始

https://www.j-trc.org/

37

https://www.j-trc.org/


◆ 認知症施策推進大綱において、認知症の人が、認知症の容態の変化に応じたすべての期間を通じて本人主体の医療・介護を
受けることができるよう、医療・介護等の質の向上を図るとされているが、初期集中支援チームの取組や認知症ケアパスの策定
状況、認知症ケアに関する各種研修の実施状況については、地域で格差が生じているところ。

◆ そのため、各地域の認知症施策の充実・質の向上を図り、観点から、各都道府県において計画的に認知症施策の充実・質の
向上の取組を図る場合に必要な経費に充当できる柔軟なメニュー事業を地域医療介護総合確保基金（介護従事者確保分）に創
設する。

【支援メニューの例】（複数のメニューの組み合わせ可）
（例）① 認知症ケアパス作成のための地域の介護・医療従事者等の関係者が連携する協議会の設置

② 認知症カフェの設置促進・効果的な活用のための認知症地域支援推進員等への各種研修の実施
③ 認知症ケアの質的向上に向けた研修の拡充を実施するために必要な経費の支援 など

【予算項目】（項）介護保険制度運営推進費 （目）医療介護提供体制改革推進交付金 【実施主体】都道府県 【補助率】２／３

都道府県

計画的な取組例

（例）

【施策の充実・質の向上を図りたい施策】
認知症ケアパスの作成、認知症サポート
医を活用する取組の強化…etc

【計画】認知症ケアパスを作成するため
の地域の介護従事者、医療従事者が連
携する会議を運営するために必要な経費
など。

支援の実施
※地域医療介護総合確
保基金による補助

認知症施策の充実・質の向上

地域における認知症施策の底上げ・充実のための重点支援事業
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